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医療DXの推進に関する
工程表
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「医療DX令和ビジョン2030」の実現に向けて

出典︓「医療DX令和ビジョン2030」の実現に向けて（2023/4/13，⾃⺠党）
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医療DXとは

出典︓第１回「医療DX令和ビジョン2030」厚⽣労働省推進チーム資料（2022/9/22，厚労省）
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医療DXの方向性

出典︓第１回「医療DX令和ビジョン2030」厚⽣労働省推進チーム資料（2022/9/22，厚労省）
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政府の医療DX政策

「医療DXの推進に関する工程表（全体版）」より抜粋して作成

保険証廃止
2024.12
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全国医療情報プラットフォーム（将来像）

出典︓第１回「医療DX令和ビジョン2030」厚⽣労働省推進チーム資料（2022/9/22，厚労省）
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医療DX推進の現状
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オンライン資格確認システムの導入状況

オンライン資格確認の導入について（2024.03.31，厚労省）
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マイナ保険証利⽤促進に取り組む医療機関・薬局への⽀援⾦

マイナ保険証利⽤促進のための取組・⽀援策について（2024.02，厚労省）
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マイナ保険証利⽤促進に取り組む医療機関・薬局への⽀援⾦

マイナ保険証利⽤促進のための取組・⽀援策について（2024.02，厚労省）
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電子処方箋の導入状況

出典︓電子処方箋の進捗状況について（2024.02.09、厚労省）
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2024年度診療報酬改
定における医療DX



14(C) 2024 MICT All Rights Reserved. 出典︓令和６年度診療報酬改定の概要（医科全体版）（2024/3/5，厚労省）
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医療DXの推進①

医療情報・システム基盤整備体制充実加算の見直し

 保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化され、オンライン資格確認
に係る体制が整備されていることを踏まえ、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の評価の在り方を見
直す。

改定後

【医療情報取得加算】

初診時

医療情報取得加算１
医療情報取得加算２

再診時（３月に１回に限り算定）医療
情報取得加算３
医療情報取得加算４

３点
１点

２点
１点

［施設基準］
1. 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
2. オンライン資格確認を行う体制を有していること。
3. 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所

及びウェブサイト等に掲示していること。
ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報

、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を
行うこと。

現行

【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】

初診時

医療情報・システム基盤整備体制充実加算１医
療情報・システム基盤整備体制充実加算２

４点
２点

［施設基準］
1. 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
2. オンライン資格確認を行う体制を有していること。
3. 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所

及びホームページ等に掲示していること。
ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
イ 当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報

、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を
行うこと。

以下の場合を新たに評価

• 電子資格確認（オンライン資格確認）により当該患者に係る診療情報を取得
等した場合

• 他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合

※12月2⽇から現⾏の健康保険証の発⾏が終了することを踏まえ、医療情報取得加算による適切な情報に基づく診療の在り方につい
て⾒直しの検討を⾏うとともに、医療DX推進体制整備加算について、今後のマイナンバーカードの利⽤実態及びその活⽤状況を把
握し、適切な要件設定に向けた検討を⾏うこと。

出典︓令和６年度診療報酬改定の概要（医科全体版）（2024/3/5，厚労省）
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医療DXの推進②

（新） 医療DX推進体制整備加算 ８点
（新） 医療DX推進体制整備加算（歯科点数表初診料） ６点

（新） 医療DX推進体制整備加算（調剤基本料） ４点

[算定要件（医科医療機関）]
医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推

進体制整備加算として、月１回に限り８点を所定点数に加算する。

[施設基準（医科医療機関）]
（１）オンライン請求を行っていること。
（２）オンライン資格確認を行う体制を有していること。

（３）（医科）医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること
。

（歯科）歯科医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる
体制を有していること。

（調剤）保険薬剤師が、電子資格確認の仕組みを利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。
（４）（医科・歯科）電子処方箋を発行する体制を有していること。（経過措置 令和７年３月31日まで）

（調剤）電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制を有していること。（経過措置 令和７年３月31日まで）
（５）電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。（経過措置 令和７年９月30日まで）
（６）マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること。（令和６年10月１日から適用）
（７）医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医

療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること。
（８）（調剤）電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。

医療DX推進体制整備加算の新設

 オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、また、電
子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体
制を確保している場合の評価を新設する。

※⼀定程度（●％）以上のマイナ保険証の利⽤
実績が後ほど明らかになると思われます。

出典︓令和６年度診療報酬改定の概要（医科全体版）（2024/3/5，厚労省）
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在宅医療DX情報活用加算の新設

 居宅同意取得型のオンライン資格確認等システム、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスによるオン
ライン資格確認により、在宅医療における診療計画の作成において取得された患者の診療情報や薬剤情
報を活用することで質の高い在宅医療を提供した場合について、新たな評価を行う。

（新） 在宅医療DX情報活用加算 10点
（新） 在宅医療DX情報活用加算（歯科訪問診療料） ８点
（新） 訪問看護医療DX情報活用加算 ５点

［対象患者（医科医療機関）］
在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の１、在宅患者訪問診療料（Ⅰ）の２、在宅患者訪問診療料（Ⅱ）及び在宅がん医療総合診療料を算定する患者

［算定要件（医科医療機関）］
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において健康保険法第３条第13 項に規定する電子資格確認等により得られる
情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療ＤＸ情報活用加算として、月１回に限り所定点数に８点を加算
する。ただし、区分番号Ａ０００に掲げる初診料の注15、区分番号Ａ００１に掲げる再診料の注19若しくは区分番号Ａ００２に掲げる外来診療料の注10にそれぞれ
規定する医療情報取得加算、区分番号Ａ０００に掲げる初診料の注16に規定する医療ＤＸ推進体制整備加算、区分番号Ｃ００３に掲げる在宅がん医療総合診療料
の注８に規定する在宅医療ＤＸ情報活用加算又は区分番号Ｃ００５に掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注17（区分番号Ｃ００５－１－２の注６の規定により準用
する場合を含む。）若しくは区分番号Ｉ０１２に掲げる精神科訪問看護・指導料の注17にそれぞれ規定する訪問看護医療ＤＸ情報活用加算を算定した月は、在宅医
療ＤＸ情報活用加算は算定できない。

[施設基準（医科医療機関）]
（１）オンライン請求を行っていること。
（２）オンライン資格確認を行う体制を有していること。
（３）（医科）電子処方箋を発行する体制を有していること。（経過措置 令和７年３月31日まで）
（４）電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。（経過措置 令和７年９月30日まで）

（５）（２）の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場
所に掲示していること。

（６）（５）の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲示していること。

出典︓令和６年度診療報酬改定の概要（医科全体版）（2024/3/5，厚労省）

医療DXの推進③
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⽣活習慣病に係る疾病管理のイメージ

○ 生活習慣病の増加等に対応する効果的・効率的な疾病管理及び重症化予防の取組のイメージは以下のとおり。

歯科医師、薬剤師、看護師、
管理栄養士等による多職種連携

糖尿病患者に対する歯科受診の推奨

医療DXを活用した情報共有の推進

診療ガイドライン等を参考とした質
の高い疾病管理

リフィル処方及び長期処方の活用

治療に係る情報についての
療養計画書を用いた説明

出典︓令和６年度診療報酬改定の概要（医科全体版）（2024/3/5，厚労省）
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⽣活習慣病に係る医学管理料の⾒直し①

○ 生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣病管理料について要件及び評価を見直す。
 療養計画書を簡素化するとともに、電子カルテ情報共有サービスを活用する場合、血液検査項目についての記載を不要とする。
 診療ガイドライン等を参考として疾病管理を行うことを要件とする。
 少なくとも１月に１回以上の総合的な治療管理を行う要件を廃止する。
 歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士等の多職種と連携することを望ましい要件とする。
 糖尿病患者に対して歯科受診を推奨することを要件とする。

改定後

【生活習慣病管理料（Ⅰ） 】 １脂
質異常症を主病とする場合 ２高
血圧症を主病とする場合 ３糖尿
病を主病とする場合

610点
660点
760点

現行

【生活習慣病管理料】 １
脂質異常症を主病とする場合 ２
高血圧症を主病とする場合 ３糖
尿病を主病とする場合

570点
620点
720点

【生活習慣病管理料（Ⅰ）の算定要件】（概要）

• 生活習慣病管理料は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒及び服薬等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書により丁寧に
説明を行い、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できるものである。血液検査結果を療養計画書とは別に手交 し
ている場合又は患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスを活用して共有している場合であって、その旨を診療録に記載している場合は、療養
計画書の血液検査項目についての記載を不要とする。

• 当該治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましい。
• 「Ａ００１」の注８に掲げる医学管理、第２章第１部医学管理等（「Ｂ００１」の（略）及び同｢37｣腎臓病透析予防指導管理料を除く。）、第３部検 査、第６部注

射及び第13部病理診断の費用は全て所定点数に含まれる。
• 患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに、療養計画書での記載事項を入力し、診療録にその記録及び患者の同意を

得た旨を残している場合は、療養計画書の作成及び交付をしているものとみなすものとする。ただし、この場合においても、生活習慣病管理料を算定す
るにあたっては、服薬、運動、休養、栄養、喫煙及び飲酒等の生活習慣に関する総合的な治療管理を行う旨、丁寧に説明を行い、患者の同意を得ること
とする。

• 学会等の診療ガイドライン等や診療データベース等の診療支援情報を参考にする。
• 患者の状態に応じ、28日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関

の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に適切に対応すること。

• 糖尿病の患者については、患者の状態に応じて、年１回程度眼科の医師の診察を受けるよう指導を行うこと。また、糖尿病の患者について、歯周病の診
断と治療のため、歯科受診の推奨を行うこと。

• 生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して６月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は、算定できない。

改定後

出典︓令和６年度診療報酬改定の概要（医科全体版）（2024/3/5，厚労省）
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電子カルテ情報共有
サービス
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電子カルテ情報共有サービス（2025年４月〜）

健康・医療・介護情報利活⽤検討会 医療等情報利活⽤ワーキンググループ（2024/１/24，厚労省）
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電子カルテ情報共有サービスの経緯
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運⽤開始までのロードマップ
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文書送付サービス
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診療情報提供書の構造化情報について
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診療情報提供書の提供方法について
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情報閲覧サービス
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３文書６情報の概要
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各情報に関するコード体系について
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Patient Summaryの表示方法
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健診閲覧サービス
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医療機関及び保険者に共有する健診内容について
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対象となる健診項目
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電子カルテの標準化
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電子カルテ情報等の標準化を本格的に進めるために

出典︓第２回医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ（R３.12.22，厚労省）
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標準規格準拠の電子カルテ導入の推進策

出典︓第3回医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ（R4.1.4，厚労省）
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標準規格準拠の電子カルテ導入のコスト低減と拡張性の担保

出典︓第3回医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ（R4.1.4，厚労省）
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電子カルテ情報の標準化等

①電子カルテ情報の標準化等
電子カルテ情報については、3文書6情報（診療情報提供書、退院時サマリー、健康診断結果報告書、傷病名、アレルギ
ー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報（救急及び生活習慣病）、処方情報）の共有を進め、順次、対象となる
情報の範囲を拡⼤していく。具体的には、2023年度に透析情報及びアレルギーの原因となる物質のコード情報について
、2024年度に蘇⽣処置等の関連情報や⻭科・看護等の領域における関連情報について、標準規格化を⾏う。さらに、
2024年度中に、特に救急時に有⽤な情報等の拡充を進めるとともに、救急時に医療機関において患者の必要な医療情報
が速やかに閲覧できる仕組みを整備する。あわせて、マイナンバーカードを活⽤した救急業務の迅速化・円滑化につい
て、2022年度の実証実験結果を踏まえ、2024年度末までを目途に全国展開を目指す。

また、医療情報を薬局側に共有できるよう、薬局におけるレセプトコンピュータ・薬歴システムにおける標準規格（
HL7 FHIR）への対応を検討する。加えて、薬局側から医療機関側に提供される、服薬状況等のフィードバック情報に
関し、その内容や共有方法、必要性等についても今後検討する。

②標準型電子カルテ
併せて、標準規格に準拠したクラウドベースの電子カルテ（標準型電子カルテ）の整備を⾏っていく。具体的には、
2023年度に必要な要件定義等に関する調査研究を⾏い、2024年度中に開発に着⼿し、⼀部の医療機関での試⾏的実施
を目指す。運⽤開始の時期については、診療報酬改定DXにおける共通算定モジュールとの連携を視野に検討する。

電子カルテシステムを未導入の医療機関を含め、電子カルテ情報の共有のために必要な⽀援策を検討しつつ、遅くとも
2030年には概ねすべての医療機関において必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテの導⼊を目指す。 医療
機関等システムのデータの標準化や外部連携をするための改修や接続のコストの削減に加え、サイバーセキュリティの
確保が非常に重要であり、診療報酬改定DXや標準型電子カルテの提供等を通じた医療機関システムや薬局システム等の
クラウド化を進めていく。その際、医療機関等システムの閉域のネットワークについての⾒直しなどにより、コスト縮
減の観点も踏まえながら、モダンシステムへの刷新を図っていく。

（出典）医療DＸ推進本部（2023/6/2，内閣官房）
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HL7 FHIR
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医療情報の規格 HL7 FHIR

出典︓第1回医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ（R3.11.10，厚労省）
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医療情報の交換規格に関する諸外国の状況

出典︓第1回医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ（R3.11.10，厚労省）



(C) 2024 MICT All Rights Reserved. 42

データヘルス集中改革プランに基づくEHR基盤とPHR基盤の連携とデータの1次・2次利⽤

出典︓第3回医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ（R4.1.4，厚労省）
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まとめ
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まとめ

・令和6年度診療報酬改定では、医療DXが重点的に盛り込まれ
ている。

・医療DX推進体制整備加算が新設され、その中で2025年9月
までに「電子カルテ情報共有サービス」への参加が求められている
。

・医療DX令和ビジョン2030、医療DXの工程
表では、オンライン資格確認、電子処方箋の次に開始されるサー
ビスとして「電子カルテ情報共有サービス」が位置付けられている
。

・⽣活習慣病管理料における「療養計画書」について、電子
カルテ情報共有サービスの患者サマリに登録することで
省略することが可能となる。⾎液検査の結果も不要となる。

・電子カルテ情報共有サービスは、2025年4月より開始予定
で、現在準備が進められている。
・今後、具体的な導入方法、補助⾦の情報が出てくる予定。

※病院向けには⼀部スタート
・医療ITメーカー選びにおいて、医療DX対応が重要になっている
。

＜新しい電子カルテ選定のポイント＞

①政府の医療DXへの対応レベル
（サポート）
②システム間連携

③コスト

④操作性

⑤機能
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ご清聴ありがとうございました。

MICTコンサルティング株式会社
⼤⻄ ⼤輔（Daisuke Ohnishi）

〒247-0007
神奈川県横浜市栄区⼩菅ヶ⾕3-2-1
E-MAIL︓daisuke.ohnishi@gmail.com
HP : http://mictconsulting.com

MICTコンサルティング株式会社
代表取締役（ http://mictconsulting.com）
⼀般社団法人リンクア
理事（https://linqua.jp/）
穴吹ビジネス専門学校
非常勤講師(http://web.anabuki-net.ne.jp/amf/）


